
 

但し、緊急の開示を要する事実が発生した場合は、代表取締役の指示により、情報開示担当

部門が速やかに開示を行った後、取締役会・経営会議に報告します。 

取締役会・経営会議 

情報開示担当部門（人事総務部・経理部） 
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   指示 

グループ各業務執行部門 

稟議 報告 

   決裁 

管理本部長 

   公表 
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